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１. 申請について 
 

Q1-1 事前相談は必要ですか。 
Ａ. 申請の際は、必ず事前相談をお願いします。 
  事前相談の期間は【令和 7 年 7 月 1 日（火曜）から 11 月 28 日（金曜）まで】です。 

電話またはこども課の窓口にてご相談ください。 
※事前相談では、居住予定地域とおおよその所得額をお伺いしますので、あらかじめご確

認ください。 
 

Q1-2 事前相談期間が過ぎてしまいましたが、急遽、費用が発生したため申請したいです。 
事前相談をしていない場合でも、申請期間内であれば申請できますか。 

Ａ. 申請できません。 
  事前相談の期間内に事前相談をされていない場合は、申請の期間内であっても申請すること

はできません。 
 
 

Q1-3 郵送で申請できますか。 
Ａ. 申請できます。 

郵送にて申請をご希望の場合は、こども課まで、事前にご相談をお願いいたします。 
 

【送付先】 
 〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511 番地  

   みどり市役所こども課 結婚支援担当 行 
   ※郵送の場合の費用は申請者のご負担となりますので、ご了承ください。 
 
 

Q1-4 みどり市外で婚姻届を提出し、受理されている場合は対象になりますか。 
Ａ. 対象になります。 
   申請時において、夫婦の双方又は一方がみどり市に住民登録されていれば対象となります。 

ただし、夫婦の双方又は一方の住民票に記載されている住所が申請に係る住宅の住所でな
いといけません。 

 
 

Q1-5 夫婦の一方が外国人の場合、対象になりますか。 
Ａ. 日本方式の婚姻をしていれば、対象になります。 
   外国方式の婚姻をしている場合は、戸籍に婚姻の事実を記載※していれば対象になります。 
 

※【法務省 HP より一部抜粋】 
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name5 
外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付され



ている場合（以下、このようにして成立した婚姻を「外国方式の婚姻」といいます。）には、
あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので、婚姻成立の日から３か月以内
に、婚姻に関する証書の謄本（日本語訳の添付が必要です。）を、日本の在外公館に提出す
るか、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に提出又は郵送する必要があります。 
 

 
Q1-6 夫婦の双方が外国人の場合、対象になりますか。 

Ａ. 日本方式の婚姻をしていれば、対象になります。 
  夫婦の双方が外国人の場合、婚姻後の戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）の代わりに婚姻届受

理証明書をご提出ください。 
 
 

Q1-7 再婚の場合は対象になりますか。 
Ａ. 対象になります。 
  ただし、夫婦の双方又は一方が本補助金（他の自治体による同様の趣旨の補助金等を含む）

を受けたことがある場合は対象外です。 
 
 

Q1-8 夫婦の双方又は一方の親等の親族が同居する場合は、対象になりますか。 
Ａ. 対象になります。 

ただし、費用にかかる契約の名義は夫婦のいずれかであり、かつ、これらに係る費用の支払
いを夫婦のいずれかが行っていなければなりません。 

 
 

Q1-9 生活保護受給世帯は対象になりますか。 
Ａ. 対象になります。 
  ただし、生活保護による扶助を受給している場合、その部分は対象になりません。 
  補助金を受け取った場合には必ず生活保護担当課（社会福祉課）へ収入申告をしてください。 
 
 

Q1-10 公営住宅の入居者は対象になりますか。 
Ａ. 対象になります。 

ただし、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分については補助対象
外とします。 

 
 

Q1-11 移住支援金（他自治体を含む）と併用できますか。 
Ａ. 併用できません。 
 
 

Q1-12 空き家改修補助金（他自治体を含む）と併用できますか。 
Ａ. 併用できません。 

空き家改修補助金に限らず、過去に住宅取得及びリフォームに係る公的な補助を受けてい
る場合は対象になりません。 

 
Q1-13 補助金の上限額に申請額が満たない場合はどうすれば良いですか。 

Ａ. 補助金の上限に達していなくても、申請は１年度あたり 1 回までとなります。 
ただし、申請額が上限額に達しなかった場合は、翌年度に限り継続して申請することができ
ますので、翌年度に費用が発生する場合は、翌年度申請時に残額分を申請してください。 
※令和 8 年度の申請情報については、令和 8 年度に市ホームページなどで公開する予定です。 
 



Q1-14 初回申請時から継続申請時の間で住所が変更していた場合、補助金の上限額に影響はあり
ますか。 

Ａ. 上限額は、申請対象となる住宅の住所により算定するため、初回申請時から継続申請時の間
で金額が変更となる可能性があります。 

 
例：＜令和 7 年度申請時＞ 

夫婦ともに 29 歳以下で東町に居住：上限額 100 万円（60 万円＋加算 40 万円） 
＜令和８年度申請時（継続）＞ 
夫婦ともに 29 歳以下で笠懸町に居住：上限額 60 万円 
上記の場合、令和７年度申請時の交付額が上限額に達しておらず、令和８年度に継続申請する場合で
も上限額は 60 万円となります。 
 

（例 1：令和 7 年度に５0 万円交付された場合、令和８年度は差額の１０万円が申請可能） 
（例 2：令和 7 年度に７0 万円交付された場合、令和８年度は申請不可） 
 
 

Q1-15 戸籍謄本はどこで請求できますか。 
Ａ. 本籍地のある自治体、最寄りの自治体（非対応の自治体もあります）、コンビニのマルチコ

ピー機で請求することができます。 
 

Q1-16 住民票（世帯全員）に載せる項目は何ですか。 
Ａ. 「世帯主・続柄」のみ載せてください。「本籍・筆頭者」「マイナンバー」「住民票コード」

は不要です。 
 
 

２. 所得について 
 

Q2-1 所得の確認方法を教えてください。 
Ａ. 所得は、収入から必要経費を引いた金額のことを指します。 
  給与所得者の方：会社から配布される源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄をご覧く

ださい。 
自営業の方：1 年間の収入（売上金額）から必要経費を差し引いた利益に相当する金額です。

確定申告を行った方は、申告を行った「第 1 表」控えの、所得金額等「合計」
の欄をご覧ください。 

※複数の所得がある場合は、この限りではありません。 
 
 

Q2-2 いつの所得で判定するのですか。 
Ａ. 4～6 月の申請では前年度の所得課税証明書（前々年 1 月 1 日～12 月 31 日の所得）で判定

します。7~2 月の申請では申請年度の所得課税証明書（前年 1 月 1 日～12 月 31 日の所得）
で判定します。 
例：令和 7 年 7 月～令和 8 年 2 月に申請する場合 

      →令和 7 年度の所得課税証明書（令和 6 年 1 月 1 日～12 月 31 日の所得）で判定 
 
令和 7 年度                    令和８年度 
 7 月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月     4 月 5 月 6 月  7 月  8 月 9 月 10 月 11 月・・ 

 
 
 
 
 

令和 8 年度の所得課税証明書 
(令和 7 年 1 月 1 日～12 月 31 日の所得) 
 

令和７年度の所得課税証明書 
(令和６年１月１日～12 月 31 日の所得） 

同左 



Q2-3 所得を証明する提出書類は、源泉徴収票でも構いませんか。 
Ａ. 所得課税証明書が必要です。 

源泉徴収票だけでは、勤務先から支払われた給与や手当以外に収入があった場合に把握す
ることができないため、必ず令和７年１月１日（水曜）時点に住民登録があった自治体が発
行する所得課税証明書が必要です。また、発行する所得課税証明書の期間については、Q2-
2 に記載のとおり、令和 7 年度申請では、令和 7 年度の所得課税証明書（令和 6 年 1 月 1
日～12 月 31 日の所得）が必要です。 
 
 

Q2-4 夫婦の所得は、どのように計算すればよいですか。 
Ａ. 所得課税証明書をもとに所得を合算します。合計所得金額が 500 万円未満であれば申請が

可能です。 
【夫婦の収入が給与収入のみの場合の計算例】 

給与の年収     給与所得控除   給与所得額 
夫 400 万   －    124 万     ＝ 276 万 
妻 320 万   －    104 万     ＝ 216 万 
夫婦の合計所得は 276 万＋216 万 ＝ 492 万 ←この金額が 500 万未満の夫婦が対象です。 
 

ただし、貸与型奨学金（公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金
をいう。）の返済を現に行っている場合、夫婦の合計所得金額から夫婦の貸与型奨学金の返済
額を控除した金額が、最終的な夫婦の所得となります。 

 
 

Q2-5 非課税の場合でも所得課税証明書は必要ですか。 
Ａ. 必要です。 

非課税の方は非課税証明書を取得してください。 
 
 

Q2-6 賃借費用の申請にあたり、住居手当がない場合でも住居手当の支給状況を証明できる書類
は必要ですか。 

Ａ. 必要です。 
毎月の給与明細など、住居手当が支給されてない事実を確認できる書類をご用意ください。
また、みどり市結婚新生活支援補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）の「確認事項」内
に、住居手当を受給していないことの宣誓欄がありますので、必ずご署名ください。 

  なお、無職や自営業などの理由により、住居手当の支給状況を証明できる書類の提出が難し
い場合は、前述の誓約欄への署名で足りるものとします。 

 
 

Q2-7 貸与型奨学金の期間及び返済額はどのように確認するのですか。 
Ａ. 返済額の期間は、所得を算出した期間と同様の期間を指します。 

返済額は、奨学金返還証明書により確認しますが、奨学金の証明書の発行が難しい場合は、
返済に係る領収書や通帳の写しにより確認します。 
例：令和 7 年度所得課税証明書（令和 6 年 1 月 1 日～12 月 31 日の所得）で判定した場合、 

    令和 6 年 1 月 1 日～12 月 31 日に返済した金額が控除の対象になります。 
 
 

Q2-8 貸与型奨学金の返済を滞納していた場合、所得から控除できますか。 
Ａ. 控除できません。 

Q2-7 における対象期間で滞納している金額については、控除の対象になりません。 
 
 
 



Q2-9 結婚新生活支援補助金は、所得税法上のどの所得区分に該当しますか。 
Ａ. 一時所得に該当します。 

また、他の一時所得とされる所得との合計金額が特別控除（最大 50 万円）を超えた額につい
ては、所得税が課税されることとなり、確定申告をする必要があります。税に関するご不明点
等は、お近くの税務署にご相談ください。 
 
 

３. 対象経費について 
【取】住宅取得 【リ】リフォーム 【賃】賃貸 【引】引っ越し 
 

Q3-1 【取・賃】住居取得及び住宅賃借について対象となる費用はどのようなものですか。 
Ａ.  住居取得については建物の取得費用が対象です。また、住宅賃借については、賃料、敷

金、礼金、共益費、仲介手数料が対象です。 
 

ただし、下記の費用については対象外です。 
土地購入代、住宅ローン手数料・利息、駐車場代、鍵交換代、物件のクリーニング費用
（エアコンを含む）、自治会費、保証金、更新料、光熱水費、設備購入代、火災保険料・
家財保険料、家電購入費用、不用品の処分費用、エアコンの移設及び設置費用、電気やガ
スなどの代行サービス料 

  ※上記以外の費用に関してご不明点がある場合は、別途ご相談ください。 
 
 

Q3-2 【リ】住宅のリフォームについて、対象となる費用はどのようなものですか。 
Ａ.住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対

象です。 
 

ただし、下記の費用については対象外です。 
・倉庫、車庫に係る工事費用 
・門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用 
・車庫、カーポート、物置等の設置に係る工事費用 
・エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用 
・電話、インターネット等の配線工事費用 
・ＤＩＹの材料費 
・敷地の造成費用 
※上記以外の費用に関してご不明点がある場合は、別途ご相談ください。 

 
 

Q3-3 【リ・賃】賃貸物件のリフォーム費用は対象になりますか。 
Ａ. 対象になります。 

ただし、賃貸借契約により、本来貸主が負担するべき修繕費用等は対象外です。 
 
 

Q3-4 【取・リ・賃・引】銀行の口座振替/振込やクレジットカードで支払いをしたので領収書が
ないのですが、どうすればよいですか。 

Ａ. 支払った方（口座名義）や支払日、支払先、内訳、支払金額が確認できる書類が必要で
す。万が一、スマートフォンのアプリケーション等でしか確認できない場合は、該当箇所
のスクリーンショット等のコピーを提出してください。 

 
＜銀行の口座振替/振込の場合＞ 
通帳の写し（口座名義や口座番号が確認できる見開きページ及び対象経費の引き落としが
確認できる箇所）を提出してください。 
 



  ＜クレジットカード払いの場合＞ 
① 利用明細（各月の利用総額及び対象経費部分が確認できる箇所） 
② 利用料の引き落とし口座の通帳の写し（口座名義や口座番号が確認できる見開きペー

ジ及び各月の利用総額の引き落としが確認できる箇所）を提出してください。 
 

 
 

Q3-5 【取・リ】住宅の所有者が夫婦以外の者である場合は、補助の対象になりますか。 
Ａ. 対象になります。 

ただし、次の Q3-６及び Q3-７にあるとおり、各種契約や支払いについては、夫婦のいずれ
かが行っている必要がありますので、ご注意ください。 
 
 

Q3-6 【取・リ・賃】夫婦以外の名義で契約した費用は、補助の対象になりますか。 
Ａ. 対象になりません。 

夫婦のいずれかの名義で契約している必要があります。 
 
 

Q3-7 【取・リ・賃・引】夫婦以外の者が費用を支払った場合は、補助の対象になりますか。 
Ａ. 対象になりません。 

夫婦のいずれかが支払いをしている必要があります。 
 
 

Q3-8 【取・リ】住宅を購入/リフォームした際に、国の補助金を使いましたが対象になります
か。 

Ａ. 対象になりません。 
 
 

Q3-9 【購・リ・賃・引】婚姻日より前に住宅取得・住宅リフォーム・住宅賃貸、引っ越ししま
したが対象になりますか。 

Ａ. 対象になりません。 
婚姻日以降に発生した費用が対象です。 

 
 

Q3-10 【購・リ・賃・引】令和7年1月1日（水曜）～令和８年3月31日（火曜）の間に婚姻した又
は婚姻する予定だが、令和８年3月31日（火曜）までに費用が発生せず、令和8年度に支払
う予定の場合は対象になりますか。 

Ａ. 対象になります。 
住宅建築・リフォーム中による支払い前、家賃支払い前などにより令和8年3月31日(火曜)
までに費用が発生しない場合は、令和8年1月30日(金曜)までに「資格認定申請」をして認
定されることで、令和8年度申請時に補助を受けることができます。 
※令和 8 年度の申請情報については、令和 8 年度に市ホームページなどで公開する予定です。 

 
 

Q3-11 【賃】住宅賃借費用について、婚姻を機に、夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件に
もう一方が入居する場合や婚姻前から夫婦が同居している場合は対象になりますか。 

Ａ. 婚姻日より前に発生した費用は対象になりませんが、婚姻日以降に発生した費用は対象に
なります。 

 
 
 



Q3-12 【賃】他の公的な家賃補助を受けている場合、対象になりますか。 
Ａ. 対象になりません。 

勤務先から住宅補助を受けている場合は対象となりますが、国や自治体などの公的な家賃
補助を受けている場合は、対象になりません。 

 
 

Q3-13 【引】引っ越し費用について、対象となる費用はどのようなものですか。 
Ａ. 引っ越し業者や運送業者※を利用して行った、住居の移転に伴う荷物の移動・運送に要した

費用が対象になります。そのため、引っ越し業者や運送業者発行の領収書等により、引っ越
し費用であることが確認できない費用は対象外です。 
その他、不用品の処分費用、自身で荷物を運んだ場合のレンタカー費や燃料費、エアコン
の移設及び設置費については対象外です。 
※運送業の許可を受けた事業者 


